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社会が維持され存続するのは、世代から世代へと
その原理とか価値とかを伝えていく能力をその社
会が持っているからです。何も伝えることができ
なくなったとき、あるいは何を伝えるべきか判ら
なくなって、来るべき次の世代を頼りにするよう
になったとき、その社会は病んでいると言ってい
いでしょう。
──クロード・レヴィ=ストロース『遠近からの

回想』、ｐ286

１　日本を世界史の舞台に立たせる

　福島原発事故の教訓は、日本の戦後史の文脈を
超えて世界史の文脈で語らねばならない。なぜな
らこの事故は、ヒロシマ、ナガサキへの原爆投下、
足尾銅山事件や水俣病に代表される公害事件、そ
してチェルノブイリ原発事故と並ぶ、近代産業文
明の一般的性格に関わる問題を露呈しているから
だ。その一般的性格はいくつか挙げられる。
　第一に、近代科学技術によって高度に体系化さ
れた経済社会機構に内在するシステミックなリス
クがある。フランスの技術思想家ジャック・エ
リュール（Ellul 1977）が述べるように、近代社
会において技術は社会全体を組織化する体制とし
て機能する。近代人の生活環境は物理的自然との
有機的関係においてではなく、科学技術を媒介と
して成立する。さらに科学技術は経済機構の生産

力を効率的に増加させることに利用される。かく
して、近代人の生活は科学技術合理性と経済合理
性に同時に服することになる。第二次大戦後の産
業社会は、石炭・石油・原子力に代表されるエネ
ルギー技術ならびにコンピューターによる情報通
信・管理技術に依存する複雑な社会体制を構築し
てきた。しかしそれは同時に、科学技術や産業機
構のメカニズムが機能不全に陥った際に生じる事
故やリスクが、人間の判断力とコントロール能力
を超えて増殖する社会となったことも意味する
（Ellul 1988, pp.282-300）。大小様々な産業事故、
金融工学に基づく投機経済に内在するリスク
（例：サブプライム危機）、そして一連の原発事故
と同様、福島原発事故は、生産力至上主義的な経
済機構に内在するシステミックなリスクの大きさ
を例証している。
　第二の一般的性格は、近代の科学技術体制とと
もに進化した戦争技術と軍事産業に関わる。原子
力発電は、20世紀後半以降の世界史を特徴づける
もう一つの名称である「核の時代」の産物である。
核の民事利用は、1953年のアイゼンハワー米大統
領の「核の平和利用」演説を契機に推進されたが、
その背景には米ソ冷戦構造下で進められてきた核
の軍事利用がある（クック2011；黒崎2011；坂本
1999, pp.12-13； 高木2011, pp.69-75； 土佐2011, 
pp.156- ７； 廣 重1973, pp.234-249； 室 田1981, 
pp.188-202；吉岡1999，pp.９-18, 68-70）。原子力
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エネルギーが先進諸国の経済発展を支える重要な
技術として利用されてきたのは、これらの経済が
米国の覇権政治を中心に組み立てられる国際政治
上のパワー・ゲームと核の安全保障体制に支えら
れてきたことをも意味する（黒崎2006、2011）。
ヒロシマ、ナガサキへの原爆投下、第五福竜丸事
件、核保有国が行う核実験、そしてスリーマイル
島やチェルノブイリの原発事故と同様、福島原発
事故はこのような「核の時代」に起こった出来事
である。このような時代感覚の重要性は、文学者
の大江健三郎や村上春樹、国際政治学者の坂本義
和など、多くの著名人による震災後の発言や著作
においても確認できる（大江2011；村上2011；坂
本2011）。
　西谷修（2011）が指摘するように、東日本大震
災と福島原発事故を契機に、日本は近代産業文明
の抱える複数のシステミックなリスクを同時に経
験するという意味で、まさに「近代産業文明の最
前線」に立ったと言えよう。この意味において、
３・11は、福島原発事故という単発の災害に対す
る反省を超えて、このような事故を招く条件を
作った戦後日本の社会デザインの在り方や、もっ
と言えば日本の近代の社会発展の在り方全体を問
い直す契機を与える出来事である。また、既述し
た通り、近代産業文明、特に20世紀の「核の時代」
における産業社会に共通してみられる一般的性格
を有している点で、３・11後の日本が抱える様々
な社会問題とその解決は、日本一国の文脈を超え
て世界史的な文脈で議論される必要がある。
　３・11後の日本を世界史に位置づけ、評価する
こと。これは、日本の近代の歩みを世界史の文脈
の中で再検討することをも意味する。震災以後、
マスメディアに登場する著名人によって、そして
国内の様々な行事の場において、「頑張ろう日本」
というメッセージが発せられる。このメッセージ
は、被災者への共感と連帯を超えて、国民経済再
建のためのナショナリスティックな言説へと転換

する可能性を孕んでいる。日本の復興や原発危機
管理をめぐる議論がこの種の国民主義に回収され
る場合、福島原発事故の文明的・倫理的問いは忘
れ去られるかもしれない。また、福島原発事故を
生み出した大きな背景である「核の時代」の根本
的な問い直しを行うための世界史的な枠組みも、
国内の政策論議や世論形成の場から取り除かれる
だろう。
　福島原発事故が投げかけているのは、わたした
ちの生命（Life）の意味への問いにほかならない。
生活としての Lifeの再建を議論する大前提とし
てある、「この世に人間として生まれ、存在する」
という事柄の意味が問題とされているのである。
この形而上学的な問いを歴史的・社会的な文脈に
翻訳しなおすならば、「かくもわたしたちの生命
の安全を脅かす生産力至上主義的な経済体制の妥
当性」が問われているのである。
　近代社会は人間の生存を保障するために、一方
では戦争や紛争の恐怖からの自由を、他方では貧
困や飢餓が起こす欠乏からの自由を求めて社会を
組織してきた。経済も政治も科学も生存の保障の
実現のために営まれてきたはずである。しかし歴
史を振り返れば、産業文明の発達にしたがい、生
存の保障手段であるはずの経済成長は目的化し、
経済成長の実現のためには手段を択ばぬ体制が地
球規模で組織化されている。多国籍企業による資
源争奪（石油戦争、水資源の独占）や開発主義国
家による資源開発計画などが、途上国の先住民族
の生存基盤の破壊などの様々な犠牲を生んでいる
ことは周知の通りである。
　原子力エネルギー政策もまた、手段を択ばぬ経
済発展の典型的事例である。一方で原発建設に
よって恩恵を受ける人々がいる。関連省庁、電力
会社、原子炉メーカー、原発推進派の政治家、御
用学者で構成される利益団体と、原発で作られる
電力を消費する都市部の電力消費者がいる。しか
し他方で、原発政策によって脅かされる生命や失



　  ポスト３・11─生存の倫理の再構築を目指して

─13─

われる文化が存在する。ウラン鉱山で被ばく労働
を強いられるオーストラリアのアボリジニ、原発
立地自治体に押し付けられる原発事故と放射能汚
染のリスク、原発誘致を巡り分断される立地自治
体の社会関係、原発労働者が恒常的に晒される被
ばく労働などがそうである。
　産業化が進むに応じて人間の生活は生産力至上
主義的な経済体制に依存するようになった。今日
わたしたちは、金融工学や原発をはじめとする産
業技術の抱えるシステミックなリスクを抱きかか
えて生活せざるをえない。とはいえ、そのような
リスクを覚悟の上で、産業社会の与える生活機会
を「主体的に」選択しながら満足のゆく生活を送
る功利主義的なライフスタイルと価値観をわたし
たちは容認している。
　しかしその一方で、「この世界に生まれ、存在
する」という生命現象の根本的次元に対する問い
が忘却されている。存在を維持し形作る─ eidos
を与える─活動である「生きる」という行為に伴
う責任や喜び、そしてそこから必然的に導き出さ
れる「生命の再生産の保障」という普遍的な命題
は真剣な議論の対象とはならない。
　この忘却は、人間という生物種あるいは〈私〉
という自己の生命を支える様々な〈他者〉への無
関心と連動している。人間同士の間柄でいえば、
物質的に豊かな生活を享受する一方で経済開発の
犠牲になる様々な人々の生命に対する無関心があ
る。また、生物種間における関係でいえば、人類
を今ある条件の下で存在させている、36億年の地
球生命史の中に現れては消えゆく多様な生命の営
みへの無関心がある。「存在に対する忘却」とは、
畢竟、人類あるいは自己を支える幾重もの「生命
の贈与の輪」の忘却である。それは、「存在する」
という行為に根源的に付きまとう応答責任
（responsibility）の忘却でもある。存在論的倫理の
欠如である。
　福島原発事故を受けて、エネルギー政策の見直

しが日本において迫られている。原子力エネル
ギー政策を支える中央集権的で不透明な権力構造
が問題視され、十電力会社の地域独占が批判の対
象となっている。脱原発・反原発の社会運動は隆
盛をみせ、原発依存から再生可能エネルギー中心
の社会へとエネルギーシフトを目指す世論も高
まっている。
　ところで、これら脱原発運動や震災復興計画に
おいては、しばしば「生命の安全・安心」という
スローガンが提唱されている。問題は、このス
ローガンがどのような原理に基づいて発せられて
いるかである。換言するならば、エネルギー政策
の見直しを含め、福島原発事故後の日本社会の中
で、「生命の安全保障」がどのような原理と価値
に基づいて実現するか、という点が広く問われな
ければならない。いくつかの水準が考えられるで
あろう。以下では、主要な事項を、直近のミクロ
な生活空間に関わる問題から、国内の構造的問
題、そして国際的問題へと視野を拡張させながら
羅列してみる。（なお、リストの出発点は電力消
費地である都市部の消費者に置く。その理由は、
この思考実験を通して、大量エネルギー消費社会
において比較的優位な位置にある主体が国内外の
構造的暴力の克服へと連帯することの重要性を主
張したいからである。）
　まず、福島原発事故によって直接的に生命の安
全が問題となる様々な主体や地域がある。

①　農産物・海産物・畜産物の放射能汚染から
消費者の食の安全を守る。（主体＝消費者）

②　電力消費地である都市部の生活環境の安全
を守る。（主体＝消費者）

③　福島県をはじめ、原発災害の直接的被害を
受ける農家・漁業者・畜産家の生計の安全。
（主体＝生産者）

④　福島原発立地地域を中心に、原発被害のた
めに住み慣れた土地を離れざるを得なく
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なった住民の安全。（主体＝原発被災地域
の住民）

⑤　放射能汚染地域で生活を続けざるを得ない
住民の安全。（主体＝原発被災地域の住民）

⑥　原発事故収束のために動員される原発施設
や関連区域の労働者の安全。（主体＝原発
労働者）

⑦　福島原発事故という単発の原発事故が将来
世代の生命に与えるリスク。（主体＝将来
世代）

　次に、共時的・通時的に把握される日本国内
の構造的問題から議論されるべき生命の安全が
ある。

⑧　過去の日本の原子力エネルギー政策全般に
わたって共通してみられる、原発立地自治
体の被る原発事故と放射能汚染の潜在的リ
スク。

⑨　⑧を生み出す、地方と都市部の構造的格
差、「原子力ムラ」に代表される中央主権
的で情報の公開性の極めて低い非民主的な
権力構造。

⑩　⑧⑨が今後も維持される中で追加的な原発
事故などが起こるとする。その場合に、事
故発生時点で存在する消費者、農家・漁業
者・畜産業者、被災住民、労働者などが被
るリスク。

⑪　⑧⑨が今後も維持された場合に、追加的な
原発事故などで将来世代の生命が被るリス
ク。

　⑧～⑪では、①～⑦以上に生命の安全に対する
リスクの規模が共時的にも通時的にも大きくなる
ことがわかるだろう。生命の安全保障も、福島原
発事故という単発の出来事に対する責任以上のも
のへと必然的に一般化される。

　最後に、国際的な文脈へと拡張させるとどうな
るか。

⑫　日本の原子力エネルギー政策が、ウラン鉱
山開発現場での被ばく労働や原発技術の動
力である石油採掘など、地球規模であたえ
る人的および生態学的負荷。

⑬　原子力エネルギー政策だけでなく、日本の
開発体制全般が地球規模で引き起こす人的
および生態学的負荷。

⑭　20世紀後半の「核の時代」を支える国際政
治上のパワー・ポリティクスや核の安全保
障体制が与える人的および生態学的負荷。

⑮　⑫～⑭が今後も維持されたときに、地球上
のすべての将来世代の生存に与える人的お
よび生態学的負荷。

　⑫～⑮では、生命の安全をめぐる問題が、一国
国民の安全を超えて地球規模である。したがって
生命の安全を保障する原理も、ナショナリズムや
国家安全保障の原理を超えて普遍化される必要が
ある。
　世界史的文脈から考えたとき、脱原発運動や震
災復興計画の妥当性は、①～⑦という直近の問題
に応答しつつも、その倫理的コミットメントを⑧～
⑪という国内の構造的問題、そして⑫～⑮の地球
規模での構造的問題へと普遍化できるか否かで判
断されうる。このような世界史的な思考が要求さ
れるのは、先に触れたように、電力消費地である
都市部（東京）の消費者の生活が、日本国内およ
び世界の様々な地域の人間や、自然界の他の生命
とのつながりに支えられているからである。これ
ら過去・現在・未来において関わるあらゆる〈他
者〉との関係へ配慮（ケア）を投げかけ、これら
様々な〈他者〉と共時的・通時的な連帯の絆を構
築すること。これが、近代産業文明の引き起こし
た生存の危機を克服する際の一つの規範となるだ



　  ポスト３・11─生存の倫理の再構築を目指して

─15─

ろう。そのような多元的かつ普遍的な連帯を構築
するには、人間生命の往処である生命世界の持続
的な再生産を保障する普遍的な倫理を構想せねば
ならない。次節では、この点をエンリケ・デュッ
セルの解放の倫理学を中心に考察する。

２　解放の倫理学から〈生存〉を考察する

２．１　エンリケ・デュッセルの思想の可能性
　1980年代に途上国社会を席巻した構造調整政策
および冷戦崩壊後の新自由主義グローバリゼー
ションの拡大にともない、民衆の生活とそれを支
える地域固有の生態系はいたるところで資本の論
理の影響を一層激しく受けるようになっている。
今や〈生存〉は先進国と途上国の双方において無
視できない問題である。グローバル資本主義の商
品化圧力が引き起こす民衆の生存の危機をいかに
して克服するか。近年、開発やグローバリゼー
ションに対抗する社会運動や思想潮流において議
論される中心的なテーマは、まさにこれである。
これらの社会運動や思想の動向に特徴的なのは、
民衆の生存の保障が地域固有の生態系と文化の多
様性の保障と密接に関わっていることを認める方
向へと推移している点である。
　例えば社会運動では、2009年２月にべレム（ブ
ラジル）で行われた世界社会フォーラムが象徴的
である。同フォーラムでは、グローバルな消費文
化の拡大にともなう資源争奪の激化によってアマ
ゾン地域の先住民族の生活圏が破壊される危険性
が指摘された。また、グリーン・ニューディール
政策を批判するとともに、大量生産・大量消費・
大量廃棄のグローバル経済をより公正な仕組みに
転換することを求めて〈脱成長〉経済の構築も提
唱された（Massiah 2011, pp.73-７, 184-６）。
　思想の分野でも、セルジュ・ラトゥーシュ、
ヴァンダナ・シヴァ、栗原彬、花崎皋平らポスト
開発論者の仕事がある（ラトゥーシュ2010；

Shiva 2005；栗原2006；花崎2002）。ポスト開発論
では、人間生命の再生産に不可欠な地域固有の文
化的・生態学的な生存基盤（サブシステンス）が、
生産力至上主義的な開発政策によって破壊されて
きた歴史的事実が問題視される。また、生命の再
生産を保障するオルタナティブな社会として、地
域固有の生命系に立脚した多文化共生社会の構想
が様々な角度から構想されている。
　これらの社会運動や思想潮流と同様、３・11以
後の日本でも生命の再生産の保障が中心テーマと
なることは、既に一部の論者から指摘されている
（鴫原2011；中野2011ａ）。それでは、生命の再生
産を保障する社会をどのような原理に基づいて構
想すればよいだろうか。政治哲学の観点から見た
とき、今後議論されるべきはこの点にほかならな
い。
　本節では、３・11以後の日本で望まれる社会体
制の規範構築に関わる問題を、エンリケ・デュッ
セル（Enrique Dussel）の思想に基づいて考察す
る。デュッセルはアルゼンチン生まれで現在メキ
シコ在住の亡命哲学者である。1970年代にラテン
アメリカで解放神学が興隆した頃、同神学の影響
を受けながら「解放の哲学」（la filosofia de la 
liberacón）と呼ばれる独自の哲学を構想した。
デュッセルの哲学は、ポスト開発論からサバルタ
ン研究にいたるまで今日のラテンアメリカ思想界
に大きな影響を与えている。
　デュッセルの「解放の哲学」の特徴は、人間の
生存基盤を保障する倫理学を近代経済学と近代政
治学双方の理論的枠組みの批判的再構築を通して
構想している点である。その思想構築の歩みは、
次のように展開してきた。まず、1970年代から
1980年代のデュッセルの仕事は、主にマルクスの
経済学批判をエマニュエル・レヴィナスの倫理学
を通して再解釈することに傾倒している。マルク
スの経済学批判を、グローバルな資本主義システ
ムから排除されている犠牲者たち──〈他者〉──
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の生存を保障する応答責任の倫理学へと発展させ
る試みである。デュッセルの思想の独自性は、ラ
テンアメリカの歴史的・社会的現実に細心の注意
を払っている点にある。プロレタリアートだけで
なく、インフォーマル経済における女性労働者、
植民地支配を受けた先住民、ストリート・チルド
レン、土地なし農民など、ラテンアメリカ社会に
おいて様々な形で生存を危ぶまれ、尊厳を失って
いる人々を〈他者〉と呼ぶ。そしてこれら〈他者〉
の生存を保障し尊厳を回復する方向へと経済を転
換することを目指している。
　次に、デュッセルは、これらラテンアメリカ社
会から排除されている〈他者〉が政治共同体の熟
議プロセスに参加するための原理を構想してい
る。これは、1990年代以降のデュッセルの著作の
テーマである。彼は、多様な主体の参加と熟議に
基づく社会作りという近代民主主義政治の形式上
の理念を重視する。しかし、フランクフルト学派
ハーバーマスの熟議民主主義理論では、手続き的
合理性に基づく合意形成が強調されるあまり、権
力の非対称性を考慮しない非現実的なコミュニ
ケーション空間が想定される。そこでデュッセル
は、レヴィナスの倫理学を応用しながら、社会に
おいて排除されている〈他者〉への応答責任を熟
議プロセスの妥当性の評価基準とする。この再構
築された熟議民主主義理論の責任原理は、以下の
ように要約される。（１）社会的に強い立場にい
る主体が、既存の社会体制の犠牲者を囲む具体的
現実を正しく把握し彼ら・彼女らの要求に応答す
ること。そして、（２）犠牲者の生存を保障する
社会体制の確立を、犠牲者本人の社会参加や彼ら
との連帯を通して促すこと、である。
　デュッセルの哲学は、生産力至上主義的な開発
政策やグローバリゼーションが引き起こす構造的
暴力ならびに植民地主義の負の遺産からラテンア
メリカの民衆を解放するための倫理学を構想する
点で、ポスト開発論と問題関心を共有する。また、

それだけでなく、後者に欠けている視点も提供し
ている。ポスト開発論は、開発パラダイムに支配
されないオルタナティブな社会実践や規範が先進
国や途上国の周辺部で発明されている事実に注目
している。またこの観点から、近代国家と資本主
義市場経済から相対的に自立した地域社会を構築
するローカリゼーション戦略を提唱している。そ
のため、ポスト開発論者の事例研究は局所的な運
動に焦点を当てる傾向がある。確かにポスト開発
論者の研究は、西アフリカのインフォーマル経済
の多様な実態（Latouche 1998）、コロンビアのパ
シフィコ地域の生物文化多様性とエコロジー運動
（Escobar 1999, 2009; Escobar y Pedrosa 1996）、そ
して南部メキシコのサパティスタ蜂起（Esteva 
and Prakash 1998; Latouche 2010）など、西欧近代
の生んだ生産力至上主義的な開発パラダイムに依
存しない社会運動の評価に貢献した。しかしその
反面、これら局所的な運動の内部で創出される
様々な実践や規範が、既存の国家政治や資本主義
市場経済システムを構成する権力関係や制度的枠
組みの中でどのような効果を持ちうるのか、とい
うマクロな政治力学の分析視点が不足している。
つまり、体制（レジーム）としての政治共同体の
在り方を検証・考察するには至っていない。
　対照的にデュッセルは、ポスト開発論者と同様
に開発やグローバリゼーションの犠牲者の具体的
現実に注目しながらも、これら犠牲者の解放の可
能性を、ローカルな実践からだけでなく、近代民
主主義政治の形式的な制度・規範・権力関係を再
構築する観点からも考察している（Dussel 2008, 
2009）。さらに、ポスト開発論者の議論には欠け
ている英米のプラグマティズム哲学や言語行為論
およびドイツ・フランクフルト学派のコミュニ
ケーション理論を批判的に受容し、犠牲者たちの
政治参加とエンパワーメントを可能にする開かれ
た熟議理論の構築を試みている。近代民主主義政
治のマクロな制度と政治力学を視野に入れ、さら
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に民主主義の形式上の理念である熟議の分析方法
の再構築を行うことは、ポスト開発論や反グロー
バリズムの社会運動をより具体的かつ広い文脈で
検討する際にも必要な研究手続きであろう。この
点から、生命の再生産を保障する倫理学をデュッ
セルの哲学を軸に考察することは有用である。

２．２　生命の再生産へコミットする倫理学
　以下では、デュッセルの哲学の内容を、1998年
に発表された『解放の倫理学：グローバル化と排
除の時代において』（La Etica de la liberación）（フ
ランス語訳：Dussel 2002）の内容を中心に議論す
る。同書は2.1でまとめたデュッセルの経済学批
判と政治学批判が融合した著作であり、生命の再
生産を中心価値とする倫理学の基本原理が理論化
されている。この著作以後、デュッセルは「解放
の政治学」と称してラテンアメリカの視点から近
代政治哲学の批判的再構築を目指す著作を数点発
表している（Dussel 2007a, 2008, 2009）。解放の政
治学という独創的なプロジェクトの基盤を作った
書として、『解放の倫理学』は1990年代以降の
デュッセル思想形成史の中で重要な位置を占め
る。また、ラテンアメリカの社会思想全体におい
ても、『解放の倫理学』はグローバリゼーション
批判の重要書として高い影響力を誇っている。
　紙幅の関係で本稿では『解放の倫理学』の議論
のすべてを詳細に吟味することはできない。その
ため、生命の再生産を倫理学の根本原理として定
立させる第１章と、犠牲者への応答責任を論じる
第４章の議論を中心に重要な論点を紹介してい
く。
　まず、デュッセルは自身の倫理学の根本テーマ
を次のように説明する。
　

解放の倫理学は、生命の倫理学である。つま
り、人間の生命がその内容である。この目的
のため、最初に、〔生命の〕内容と具体性に

・・・・・・・

関 わ る
・ ・ ・

倫 理 学
・ ・ ・

（une éthique de contenu ou 
matérielle）の意味について説明する。解放
の倫理学というプロジェクトは、〔既存の社
会体制の中で〕否定されている犠牲者・被抑
圧者もしくは排除されている者の生命の尊厳
を認める倫理学的批判を出発点として、適切
な方法で発展する。［……］　この章〔第一章〕
でわたしは、あらゆる倫理学──とくに批判
的倫理学──の普遍的原理を構成するいくつ
かの要素──ごく一部

・・・・
──を紹介する。その

普遍的原理とは、共同体において倫理的な主
体の一人一人の具体的生命を生産、再生産、
および発達（desarollo/ crecimiento）させる義
務のことである。

 （Dussel 2002, ｐ17）

　この引用文で最初に注目すべきは、「生命の内
容と具体性に関する倫理学」という表現である。
「内容」と「具体性」は共に初期マルクスの思想
から借用されている。デュッセルによれば、『経
済学・哲学草稿』（1844年）においてマルクスは
ヘーゲル哲学における「形相」（formel）に対し
てMaterial（ａで表される）というドイツ語を対
置させている。Materialは物理的物質を意味する
Materielle（ｅで表される）とは異なり、人間の
生命・生活の具体的な「内容」（Inhalte）を意味
する（ibid, p.21および ｐ43, fn.11）。マルクスが
人間的現実、すなわち具体的で内容のある現実を
哲学の対象としていたことがわかる。したがって
マルクスの提唱するマテリアリズムとは、物理学
的な物質主義（ドイツ語のMaterielleで表される）
のことではない。人間の物理的・精神的・文化的
生命をその「具体的現実」において再生産するこ
とがマテリアリズムの意味するところである
（ibid., ｐ22）。
　デュッセルは、マルクスの言う「人間の生命の
具体的現実」を捉えることを自身の倫理学の基礎
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に置く。さらに、人間の具体的生命の「生産、再
生産、および発達」を人間社会の普遍的な義務と
して位置付ける。生命の生産・再生産・発達はい
ずれも人間の生存に関わる。注意すべきは、
デュッセルが「生存」（sobre-vivencia）という言
葉に生物的な意味ではなく、歴史的・社会的な意
味を付与している点である。別の論文で説明して
いる通り、「sobre-vivenciaの sobreは、（ａ）生命
のより優れた精神的機能（概念化、価値評価、言
語、自己意識、自由、自律性、責任）と（ｂ）文
化・歴史・宗教的精神性・美的成熟および人倫の
固有で歴史的な発展を意味する」（Dussel 2007b, 
p.147, fn.15）。以上の基本原理から出立して、
デュッセルは倫理学の批判的再構築を企てる。
　『解放の倫理学』第１章の議論は、続いて事実
判断と価値判断の相関関係へと進む。倫理学では
行為や事柄についての価値判断を扱うが、ヒュー
ムの経験主義以来、哲学では事実（is）と規範
（ought）を分離して考えるのが通常である。また
マックス・ウェーバーは事実の記述（description 
of facts）と価値判断（value judgment）を峻別し、
後者を主観的なものとして科学の対象から退け
た。以来、事実と価値の分離は社会科学方法論の
基本となっている。
　デュッセルによれば、近代哲学における事実と
価値の分離の限界は、言明の分析において現れ
る。例えば、論理分析哲学では、言語分析の科学
性を重視するあまり（例：A. J.エイヤー）、意味
の分析から価値判断に関する議論を除外する傾向
がある。また、タルスキの真理理論やフレーゲの
意味（Bedeutung）と意義（Sinn）の区別に見ら
れるように、命題（文）の真理性を、所与の命題
に含まれる言葉の論理上の機能から導出しようと
する。その結果、言語が言語の外にある実在を指
示対象とする可能性が真理判断の議論から捨象さ
れる（Dussel 2002, p.24）。
　デュッセルは言語分析の形式主義（フォルマリ

ズム）に反対し、言明の真理基準を「人間の生命
の具体的現実」に置くことを主張する（ibid., 
p.23）。デュッセルによれば、人間生命の具体的
現実は、生命の再生産を問題とする点で普遍的な

・・・・

現実である。また、その真理性の性質に関しても、
分析哲学における事実の形式的判断を「理論的真
理」とするならば、人間の生命の具体的現実は
「実践的真理」である（ibid., p.28）。かくして
デュッセルの倫理学では、人間の具体的現実の記
述（事実判断）と価値判断の不可分性が、分析哲
学とは異なる基準で確立される。さらに、形式論
理学における事実判断（理論的真理）の論理構造
の中に、人間の生命の再生産を真理基準とする規
範が含まれることを論証しようとする。その論証
手続きは以下の通りである。

例文１：ジャンは食べる。（ibid., p.29）

　例文１は、事実についての判断である。デュッ
セルによれば、この事実判断には、「『ジャン』と
いう人間主体の固有名を引用することで、物体・
植物・他の動物とこの人間主体を区別する」とい
う行為が含まれる（ibid, p.29）。なぜなら固有名
をもつことで、わたしたちはこの「ジャン」を人
間 の 生 き た 現 実 と し て 認 知 す る か ら だ
（ibid.,pp.29-30）。こうして、「ジャン」という固
有名には、この主体に関係する様々な具体的現実
が付与される。例えば、「ジャンはある家族の一
員である」「市民社会の一員である」「ある国家に
属している」。
　次に、この主体の「食べる」という行為は生命
一般にとって、とりわけ人間主体としての媒介で
ある（ibid., ｐ30）。しかも、この「ジャン」が食
べる何かは、彼がどこかで購入したものか、自分
で生産したものか、もしくは盗んだものである
（ibid., ｐ30）。
　以上の分析からデュッセルは、「ジャンは食べ
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る」という事実判断を、形式論理学上の判断では
なく、この主体を囲む具体的現実に関する判断と
して扱う必要があると指摘する（ibid., ｐ30）。さ
らにこの見解を敷衍して、人間生命の具体的現実
に根拠を置く倫理学では、「形式的な事実判断あ
るいは文化価値に関する判断が共同体におけるこ
の人間主体〔ジャン〕の生命の生産・再生産もし
くは発達の可能性を指示するか否か、を決定する
ことが可能である」と主張する（ibid., ｐ30）。
　では、上述の例文１からどのようにして規範性
を導き出せばよいか。デュッセルは例文１を次の
ように展開させる。以下の２つの例文の（　　　）
内の表現は、原文では関係代名詞で説明されてお
り、いずれもジャンという固有名の具体的内容を
指示している。

例文２： ジャン（生きている人間主体であり、
彼は自分自身の生命に対して責任を有
する）は食べる。（ibid., ｐ30）

例文３： ジャン（彼は自己意識を持つ生命体で
ある）は食べ続けるべきである

・・・・・
。

（ibid., p.35）

　例文２ではジャンの生物的・文化的事実に関す
る説明が加えられている。そして例文３では、２
に基づいて倫理的な「義務」が導出される。なぜ
このような推論が可能なのか。二つの根拠があ
る。第一に、デュッセルは、生命体としての人間
の具体的現実においては、生命の再生産が普遍的
なテーマとなる、という実践的な観点から倫理を
考えている。そのため、人間主体のあらゆる行為
に関する記述（事実判断）には、その行為が生命
の再生産に寄与するか否かという規範的問いが隠
されているのだ。第二に、人間の生命は社会的生
活の中で維持されるため、生命の再生産に関する
価値判断は、問題となる主体が帰属する共同体全

・・・・

体に関わる判断
・・・・・・・

となる。つまり価値判断はウェー
バーのように主観的なものではなく、普遍的なも
のとなる。デュッセルは次のように述べている。

倫理学は、必ずしも主観的な価値判断評価の
枠組みのみを扱うものではない。倫理学は、
自己意識を持つ、文化的で、自己自身の生命
に責任をもつ人間存在の生存という喫緊の要
求を実現する。生態学的危機は最良の事例で
ある。人類は、集団的自殺への道を求めない
限りは、破壊的で技術主義的な資本主義の意
図せぬ影響を、倫理的あるいは自己自身の生
命に責任をもつ方法で「正す」ことを決断す
ることもある。［……］わたしが倫理学の普

・・・・・

遍的で具体的現実に関わる原理
・・・・・・・・・・・・・・

の記述を提案
するのはこのような理由からである。この原
理は、人間生命一般の規準から出立して考え
られる、あらゆる規範・行為・構造的ミクロ
権力・制度あるいは倫理体系の情動的かつ文
化的・価値判断的（解釈学的・象徴的）な命
令を含む「感性」としての身体性の原理であ
る。倫理的に行動する者は、自己自身の生命
に責任をもつ仕方で、生活共同体

・・・・・
における各

人の具体的な生を生産し、再生産し、そして
発達させる義務を負う

・・・・・
［……］。

 （ibid., p.37）

　『解放の倫理学』では、「人間生命の生産・再生
産・発達」というこの普遍的原理に準拠する規範
の型が、いくつかの分析水準にわけて重層的に論
じられている（表１）。最終的に、「社会における
実行可能性」という実用的な水準まで普遍的原理
の応用が考察される。犠牲者を解放する倫理学
を、メタ倫理学の視点からだけでなく、応用倫理
学の視点からも構想するデュッセルの態度は評価
に値する。
　表１は、左端に最も普遍的な根本原理が置か
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れ、右端に最も実用的な基準が置かれている。そ
して両者をつなぐ様々な倫理水準が中間に置かれ
ている。この表でデュッセルが試みているのは、
いわゆるマックス・ウェーバーの「心情倫理」と
「責任倫理」との間の乖離を埋める倫理基準を設
定することである。人間生命の具体的現実に根拠
を置く根本原理を実行可能な行動規範へと翻訳す
る媒介役として、討議や戦略的倫理の役割が重視
される（ibid., pp.112-３）。実際の社会における経
済的・政治的・技術的結果の妥当性は、表１の各
水準によって評価される。しかも、実行可能性と
いう実用的な基準の妥当性は、常に具体的現実に
関する普遍倫理の基準に照合されながら判断され
る。この点は、例えば、電源交付金などの短期的
な収益を重視するあまり、人権保障や環境保全を
脇に置いて原発立地を行うなど、実用性に関する
価値判断が人間生命の再生産という根本原理から
乖離する危険を防ぐことにも貢献する。
　以上の考察を踏まえて、『解放の倫理学』第４

章では、既存の社会秩序において排除や差別を
被っている人々（デュッセルの言葉では「犠牲
者」）を解放する行動規範が組み立てられている。
まず、既存の社会秩序を批判する際には、犠牲者
を「犠牲者」として捉える必要がある。その際の
判断基準は、「生命の再生産が不可能な状況に犠
牲者が置かれている」という事実に基づかなけれ
ばならい（ibid.,p.142）。犠牲者が置かれているこ
の具体的現実から出発して、デュッセルは次のよ
うに展開する。（以下の８つの例文は、デュッセ
ル自身による思考実験である。）

（１）ここに貧困に苦しんでいる人がいる。彼は
犠牲者だ！（ｐ139）
（２）〔貧困状態という〕この行為あるいは環境
（貧困状態は犠牲者の生存を不可能にしている

・・・・・・・・・・・・・・・
）

は、同時にこの人の主体としての尊厳を否定し、
社会の発言の場から排除している。（ｐ143）
（３）悲惨な状況に陥っているこの人は、社会体

表１：「基礎的な」倫理学（倫理学Ⅰ）の様々な分析水準（Dussel 2002, ｐ110より引用）

モメント
Ⅰ．具体的現実
の倫理

Ⅱ．（形式的な）
倫理

Ⅲ．戦略的な規
範

Ⅳ．道具的な分
析手段

Ⅴ．倫理の実行
可能性

Ⅰ．合理性
の類型

a.実践的・具体
的理性

b.倫理的・根源
的理性

討議的理性 解釈学的な戦略
的理性

理論的あるいは
道具的理性

実行可能性に基
づく倫理的理性

Ⅱ．基準
真理⒜ 承認 妥当性⒜ 価値 意味あるいは効

果
実際の事項可能
性

Ⅲ．原理
具体的現実に関
わる普遍倫理

平等の倫理 形式的な普遍倫
理⒝

規範的倫理ある
いは戦略的倫理

倫理的実行可能
性

Ⅳ．基本原
理に反対す
る価値

死を正当化する
シニシズム

不平等を正当化
するシニシズム

懐疑主義 無政府主義的な
ユートピア主義

Ⅴ．合理性
の類型

事実判断⒜；規
範的な言明⒝

左に同じ 事実判断⒜；規
範的な言明⒝

価値判断；評価
的言明

抽象的あるいは
形式的事実の判
断

事実判断⒜；規
範的な言明⒝

Ⅵ．主体
（実践的）倫理
的主体の生命

平等な相手とし
ての他者

実践的で合理的
な合意

（実践的な）手
段＝価値

（理論的・技術
的）手段＝目的

善の実行可能性

Ⅶ．判断基
準の型

実践的真理 左に同じ 倫理的妥当性 公正さ 理論的あるいは
技術的真理

善および実行可
能な妥当性

Ⅴ．問題関
心の型

具体的現実に関
わる倫理

承認の倫理 解放 戦略的解釈学 効果あるいはパ
フォーマティブ

実現可能な倫理
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制Ｘの結果（犠牲者）である。（p.145）
（４）わたしは、この犠牲者を、固有の尊厳をも
つ一人の人間として承認する。また、この犠牲者
は、既存の社会体制Ｘの他者として

・・・・・
存在する。

（p.145）
（５）この承認は、社会体制Ｘに直面するこの犠
牲者に対して応答責任をもつ者としてわたしを位
置づける。（p.145）
（６）この倫理的義務──なぜならわたしはこの
犠牲者に対して応答責任をもつからだ──によっ
て、わたしは、この犠牲者を引き受ける義務を負
う。（p.145）
（７）社会体制Ｘに直面するこの犠牲者に対して
責任をもつ人間として、わたしはこの社会体制を
批判すべきである

・・・・・・
（この「～すべきである」は、

倫理的義務である）。なぜならこの社会体制Ｘは
犠牲者の存在を否定するからだ。（p.146）
（８）様々な犠牲者を生み出さないように気を付
けなければならない。なぜなら、その場合、わた
しもあなたも彼らの死に責任があるからだ。わた
しもあなたも、彼らを殺害した者として批判され
うるのだ！（p.147）

　所与の社会体制（Ｘ）において生命の再生産が
不可能である事実の記述から始まり、犠牲者に対
する〈私〉の応答責任が導出される。究極的には、
犠牲者の生存を保障するために、社会体制の批判
（そして転換）へと責任の内容が具体化される。
（８）に見られるように、犠牲者の生存を保障す
る応答責任は共同的なものである。こうして、社
会体制を批判する連帯が犠牲者の名において

・・・・・・・・・
形成

される。
　以上で述べたデュッセルの思考方法の利点は、
「生命の再生産の不可能性」を事実判断の基準に
置く点である。これは例えば、開発政策の目的な
らびに期待される結果の妥当性を吟味する基準に
もなる。例えば、山口県上関町における原発立地

計画を考えてみよう。原発立地は、上関町の過疎
化・高齢化を防ぎ、雇用機会を与える地域開発計
画として期待されている。ところが、原発立地に
よって、同じ上関町に所属する離島の祝島の住民
の生計（漁業・農業）が断たれる可能性がある。
また、仮に原発が稼働したとして、原発事故時に
は離島であるがゆえに島民の避難場所が即座に確
保できない。祝島の住民の「人間の安全保障」が
重層的に侵害される可能性がある。
　上関町の中には、原発立地による雇用創出に
よって失業や低所得から解放される人もいるだろ
う。これらの人々の生存条件の保障に寄与するも
のとして原発立地を評価するという考え方もあ
る。しかし、同時に祝島島民の生存の保障も考慮
するとどうなるか。島民の生存は、原発建設の許
可が下り、建設地の埋め立てが始まると同時に、
直ちにその影響を受ける。つまり、祝島島民の方
が、より根源的に生命の再生産が不可能な状況に
陥るといえないだろうか。
　このように、「生命の再生産の不可能性」とい
う基準から社会状況の事実判断を行うことは、優
先して守るべき顕在的・潜在的犠牲者（およびそ
の環境）を特定することに役立つ。優先して守る
べき犠牲者へのコミットメントを失わない方法で
隣接する社会問題（例：上関町の過疎化・高齢化、
雇用確保）について取り組むことが、一つの倫理
的基準となる。この観点から、上関町を現在のよ
うな状況に追い込んだ戦後日本の社会体制を、近
隣市町村住民や都市住民も巻き込みながらより公
正な体制へと転換していくための基準が形成され
る。
　つまり、デュッセルの倫理学を応用すること
で、実用的な問題関心（雇用、福祉の充実など）
と守るべき根本価値（生命の再生産の保障）の乖
離──あるいは政策決定における前者の独り歩き
──を極力防ぎながら地域社会の成熟を考察する
ことが可能となる。また、地域社会の成熟を考察
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する際に、その社会の周囲の人々にも、社会の構
造的暴力を共に克服する共同責任を促すことを可
能にする。

３　脱成長の正義論へ

　拙稿「脱成長の正義論」（中野2011ｂ）は、上
関原発計画に揺れる祝島島民の生存の問題を通し
て、原子力エネルギー政策に支えられる日本の消
費社会の構造的暴力を考察した論文である。ま
た、デュッセルの『解放の倫理学』と同様に、生
命の再生産の保障を根本原理とする社会正義の構
想を探求した論文でもある。「脱成長の正義論」
は、祝島島民の生存条件を脅かす支配・差別・排
除の構造を可視化し、原発立地の妥当性について
公正な議論を行うための物差しの提供を主要な目
的としている。したがって、デュッセルの基礎的
倫理学の分析基準（表１）に照合するならば、
「Ⅰ．具体的現実の倫理」から「Ⅱ．（形式的な）
倫理」へ至る道筋を提供する正義論であると言え
る。
　脱成長の正義論で筆者は、現代民主主義理論に
おける二つの議論を脱成長論の視座の下で結び付
けようとした。一つ目は、正義論のテーマの重点
を、富や財の分配の問題よりもむしろ、支配や排
除などの構造的暴力の克服に置く試みである。上
関原発計画の事例では、構造的暴力が経済的次元
だけでなく、祝島住民の自尊心や周囲の生物多様
性など、文化的・生態学的次元にも及ぶことが明
らかになった。したがって、単なる経済的機会
（雇用や所得）の分配を超えて、島民の文化的・
生態学的な生存基盤の保障という観点から社会正
義を構想する必要性を論じた。
　第二点目は、文化的・生態学的な生存基盤を保
障する規範として、1990年代以降の自由主義政治
理論において議論されている一連の規範を応用す
る試みである。具体的には、「差異の承認」「ケー

パビリティの向上とその公正な分配」「ディーセ
ントな社会（民衆が制度に辱められない社会）」
の三つが応用された。従来の正義論では、「差異
の承認」は文化的マイノリティの承認など多文化
主義（マルチカルチュラリズム）の文脈で議論さ
れるのが通常である。また、「ケーパビリティ」
と「ディーセントな社会」は、近代社会における
諸個人の政治的・経済的・社会的権利ならびに尊
厳の保障という文脈で議論されてきた。しかし、
脱成長の正義論では、これら三つの規範を生物文
化多様性の承認、そして地域固有の生命系に依存
する人間集団の生存可能性の保障へと、その適用
範囲を拡大させる方向で議論した。
　このような議論を展開した理由もまた二点あ
る。第一に、西洋政治思想に根強い人間中心主義
を相対化し、人間存在の根拠を生命系に立脚させ
る必要性があった。また第二に、従来の社会正義
論が経済成長を前提とする福祉国家モデルにおけ
る経済的・政治的生存機会の保障を構想していた
のに対して、経済成長を中心価値としない──脱
成長志向の──生存機会保障の道筋を立てるため
でもあった。言い換えれば、諸個人の生存の保障
という近代民主主義政治の基本原理を、生命の再
生産の基盤である生命系に近づける方向で再構築
することを試みたのである。こうして提案された
脱成長の正義論の二つの原理は、以下の通りであ
る（中野2011b, p.61-２）。

　原理（１）持続可能性（サステイナビリティ）
の原理
　Ａ──社会はその文化的・生態学的な生存基盤
（サブシステンス）を持続的に再生産していく構
造をもたねばならない。
　Ｂ──持続可能な再生産を可能にするために
は、社会が自らの生産・消費活動に対して量的・
質的な側面から節度を設けるシステムを持たねば
ならない（民主的な自主規制の原則）。
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　原理（２）多様性の承認の原理
　Ｃ──人間の生存基盤の生命系に組み込まれて
おり、多様である。公正な社会は、生存基盤の多
様性の承認を前提とする。
　Ｄ──社会は民衆を辱めることがあってはなら
ない。生存基盤の多様性に尊厳を与える社会制
度・社会構造でなければならない（ディーセント
な社会の原則）。

　これら二つの原理は生命の再生産を保障するた
めの形式的な倫理であり、その含意や解釈の幅
は、現代日本の様々な社会問題の中で吟味・検討
されることで肉付けされる必要がある。特にこれ
らの原理を保障する制度的基盤の構築は重要課題
である。
　「脱成長の正義論」で筆者は、二つの原理をさ
らに具体的な文脈で議論するための三つの基準を
提案した（ibid., pp.65-70）。その第一番目の基準
は基本的人権の保障である。近代立憲民主主義の
歴史を考慮するならば、民主主義のエートスとし
ての人権制度は諸個人の生存の保障を実現するた
めの制度的基盤として保守すべき、あるいは解
体・再構築されるべきものである。人間存在の根
拠を地域固有の生命系に置くことで、人権概念の
内に政治的・社会的・文化的権利だけでなく、生
態学的基盤を守る責任も含めることが可能とな
る。
　生産力至上主義的な開発とグローバリゼーショ
ンの引き起こす地球規模での生態学的危機は、現
在と将来世代にわたる人類の生存を危うくしてい
る。そうであるならば、基本的人権を含めた近代
立憲民主主義の制度的枠組みを生命系に近づける
ことで、生命の再生産の基盤を守る政治体制（コ
ンスティチュシオン）を構想することは理に適っ
た見解であると言える。では、このような政治体
制の構築はいかにして可能であるか。体制転覆な

どの革命を通して全く新しい社会の樹立を目指す
よりは、近代立憲民主主義の制度とエートスに新
たな意味を付与し、生存の様式を近代民主主義政
治の内側から変容させていく戦略が現実的であろ
う。わけても日本国憲法においては、生命の再生
産を保障する社会の展望の萌芽が既にその理念の
内に存在している。日本国憲法のこの可能性を活
かすことが最も建設的かつ創造的な道ではないだ
ろうか。
　政治哲学者の千葉眞は、その著『「未完の革命」
としての平和憲法』（2009年）において、日本国
憲法の平和的生存権の意味を論じている（千葉
2009、第７章）。千葉がまず注目するのは憲法第
13条である。

　第13条　 すべての国民は、個人として尊重され
る。生命、自由及び幸福追求に対する
国民の権利については、公共の福祉に
反しない限り、立法その他の国政の上
で、最大の尊重を必要とする。

　一般的に幸福追求権と言われる憲法第13条であ
るが、千葉は、生命の権利が幸福追求権よりも先
に挙げられている点に注目する。そして、平和的
生存権がこの生命に対する権利（生命権）を基礎
としていることを千葉は次のように主張する。

平和的生存権は、生命権（生命に対する権利 / 
rights for life）が認識されていない場合には、
まったく意味をなさない権利であるといえよ
う。生命権は、自由権や幸福追求権などを含む
諸種の権利のなかでも根源的な権利であって、
それらの権利群を基礎づけている基底的権利で
ある。地球上の万人の生命が尊重されねばなら
ないことを要求する生命権は、究極の人権であ
り、「切り札の人権」とも呼ばれている。この
ように平和的生存権は日本国憲法の法理におい
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て、この生命権という基盤に依拠しつつ、同じ
くその基盤の上に作動する自由権を片方の軸足
とし、さらに同一の基盤の上に作動する幸福追
求権をもうひとつの軸としながら、根拠づけら
れている。平和的生存権が基本的に第13条「生
命、自由及び幸福追求の権利」に帰属している
というのは、まさにこの意味においてである。

 （ibid., ｐ198）

　平和的生存権の基盤が生命権にあるのだとすれ
ば、生命の再生産を保障する社会の構築の可能性
は、まさにこの生命権における「生命」の意味の
解体・再構築にかかっていると言える。第二次世
界大戦後の日本は、戦後復興から高度経済成長を
経て成熟経済へいたるまで、経済成長中心の福祉
社会を理念としていた。いわば生産力至上主義の
経済に依拠する福祉である。しかし、この生産力
至上主義の経済は、水俣公害をはじめとする公害
問題、ローマ・クラブの『成長の限界』以来指摘
されている地球環境破壊、投機的金融経済が引き
起こす食料・資源価格の高騰、そしてチェルノブ
イリや福島の原発事故など、生命の安全を脅かし
てきたことも事実である。この歴史的事実を考慮
するならば、生命権の根拠を、従来の福祉社会の
原理を超えて生命の再生産の基盤である生命系へ
立脚させることは、平和的生存権の保障を約束す
る社会へと日本を再構築していくために最も望ま
れることではなかろうか。
　東日本大震災と福島原発事故は、戦後日本の中
央集権的な経済構造とそれを支えてきた利権の構
造を露わにした。震災から復興へ向かうプロセス
は、わたしたちの生存の拠り所を問い直すプロセ
スであるといっても過言ではない。原発依存社会
の是非を問う様々な運動や議論はまさにその兆候
であると言える。
　わたしたちの生命を守るためには、経済的な生
活手段を保障するだけでは足りない。わたしたち

の生物的身体を支える自然環境を同時に守ること
も要求される。生命権は、わたしたち人間の生命
を支える他のあらゆる生命との縁を守る権利であ
る。生命権はまた、将来世代の生命の権利でもあ
る。生命権を守るとは、まだ見ぬ未来の生命の声
にならない声に今・ここで応答しながら現在を生
きる責任をわたしたちに付与する。さらに、日本
一国にとどまることなく、日本に暮らすわたした
ちの生活を支える全人類の生命権の保障へと導く
ものである。現代世代と将来世代の全ての生命の
再生産を公平に保障するこの普遍主義に立脚し、
今日の日本社会が抱える様々な構造的暴力を是正
する道筋を立てる必要がある。ポスト３・11の日
本が国内だけでなく国際的にも指導力を発揮する
とすれば、この道にほかならない。脱原発もまた、
このような普遍主義的な責任原理に立脚して議論
されるべきものである（本稿第一節の⑫～⑮を参
照されたい）。
　脱成長の正義論は、３・11以後の日本社会に露
呈している戦後経済発展の様々な歪みを反省し、
生命の再生産を保障する社会へと転換するための
議論の道筋の一つである。それは、各地域の様々
な運動や社会的実験と日本国憲法の平和的生存権
との間に新たな分節化（articulation）を起こすた
めの媒介的規範であると言ってもよいだろう。

４　結論

　東日本大震災と福島原発事故を契機に、戦後日
本の社会デザインが改めて問い直されている。放
射能汚染対策、震災復興、エネルギー政策転換、
地域社会の自治、農業・漁業の再生など、一刻も
早い解決が望まれる一方で、安易に解答が得られ
ない問題が山積している。本稿が最も伝えたいこ
とは、実用的な対案が望まれる喫緊の課題であっ
たとしても、問題の根本を辿り、守るべき理念や
価値を確認した上で、そこから実行可能な行動規
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範を導くまで、慎重に議論と反省を重ねる倫理学
の必要性である。生命の再生産の保障は普遍的な
主題である。しかし、これまでわたしたちが依拠
してきた経済や政治は、この主題に対応するだけ
の制度的基盤を持ち合わせていない。解放の倫理
学と脱成長の正義論はまさに、この問題に挑戦す
る倫理学である。
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